
ボイラー用水処理剤及び冷却塔用水処理剤仕様書  

 

１ 調達物品、数量等  

別紙 薬品一覧表参照 

２ 基本事項 

⑴ 単価契約期間は、契約締結日の翌日から令和９年３月３１日までとする。  

⑵ 薬品は別紙 薬品一覧表のものとし、同等品は不可とする。  

⑶ 請負者は、物品を福島県立医科大学附属病院の次の指定場所まで搬入及び投入すること。  

 ア ボイラー用水処理剤（搬入のみ） 

   別紙 納入箇所一覧表参照 

  イ 冷却塔用水処理剤（搬入及び投入） 

   別紙 納入箇所一覧表参照 

⑷ 請負者は、冷却塔用水処理剤について、納品時に使用した梱包材のダンボール、バンド等及び

使用済の空容器を回収し持帰り処分すること。   

⑸ 請負者は、毎月、ボイラー缶水、ボイラー補給水、冷却塔冷却水等の水質が適正であることを

確認し、その結果について報告すること。ただし、冷却塔冷却水等の水質確認対象は、「災害医

学・医療産業棟冷却塔」「先端臨床研究センター棟冷却塔」「みらい棟冷却塔」「8号館冷却塔」

および「汚水処理棟冷却塔」とする。なお、冬期に稼働しない冷却塔については対象外とす

る。  

３ 契約単価  

 落札者が提出する内訳書の単価を契約単価とする。  

４ 発注、受注及び納品   

⑴  発注は各物品の１缶（箱）の重量及び１個単位により行う。 

⑵ 請負者は、福島県立医科大学総務課施設係からの依頼により受注するものとし、原則、受注後

１４日以内（土曜日、日曜日及び休日を除く。）に納品すること。 

⑶  納品に際し、事前に搬入日及び搬入数量を連絡すること。 

⑷ 機械室等へ入室する鍵は、きぼう棟地下１階中央監視室にて貸出す。 

５ その他  

「発注想定数量」は令和７年度の購入実績を基にした目安であり、変動する場合がある。また、

契約終了時における請負者側の在庫については、買取りを保障するものではない。  

本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に

記載のない細部事項については、速やかに協議し、その指示に従うこと。 


